
 

 

春日部労働基準監督署 

春日部市南 3-10-13 

電話 048(735)522６ 

令和５年９月号 

 

労務管理、安全衛生、労働保険等に関する情報を提供いたします。 

掲載内容についてご不明な点がある場合には、当監督署までお問い合わせください。 

 

 ◆ トラック運転者の労働時間等の基準が改正されます  

     令和６年４月１日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用される 

とともに、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）に 

定める拘束時間等の基準も改められます。 

 改善基準告示は、自動車運転者について労働時間等の労働条件の向上を図るため、 

その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘 

束時間、休息期間、運転時間等の基準を定めています。 

 これら改正のうちトラック運転手に関することついては「物流の２０２４年問題」 

などとしても報道がされているものです。 

   時間外労働の上限規制は、自動車運転手に係る時間外・休日労働協定（３６協定）

を締結するに当たっては、 

 ① １か月 45 時間及び１年 360 時間（１年単位の変形労働時間制により労働さ 

せる労働者については、１か月 42 時間及び１年 320 時間）以内とすること 

② 臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合であっても、１年 960 時間 

以内とすること 

  というものです。 

   トラック運転者の改正改善基準告示の概要はＰ２～Ｐ３を参照ください。 

   トラック運送業は、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち 

脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、トラック運転者 

の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要があります。 

 荷主の皆様におかれては、改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できない 

おそれのある発注をトラック運送事業者に対して行わないことに加え、荷主都合に 

よる長時間の恒常的な荷待ちを発生させないようお願いします。 

 

 ◆ 労働災害発生時の報告や治療について  

   事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労 

働者死傷病報告等を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。 

   この提出を怠り、または虚偽報告すると罰則が適用されることがあります。 

   また、労働災害の治療は、原則として労災保険が適用となり、健康保険に依るこ 

とはできません。労災保険への請求方法についてご不明な点があれば、当署労災保 

険担当（電話０４８－７３５－５２２８）までお問合せください。 

 








